
畑村：それを明確に言葉でいうと、「個で考える」、その次に「集

団で共有する」ということですよ。私は、「個人知」と「共有知」と

いう言葉で表しています。非常にはっきりと伝えられるので、この

言葉をお使いになることをお薦めします。 

牛島：個で考えて、集団で共有して、そこに参加していた個がも

う一歩深いところを考えられるようになって、スパイラル状に向上

していくイメージを描いているんです。そうして現場の力が、全体と

して高まっていくことを期待しています。 

畑村：そうです。現場に期待しなければいけないし、現場は頼り

にされていることを知らなければいけない。そして常に現場を勇気

付けるような動きがなければいけないと思います。 

 

 

 

畑村：さらに教育のなかに組み込むべきなのは、こうした安全の

ためのシステムやルールができた背景に、どれほど悲惨な事故が

あって社会的非難を浴びているかを伝えることです。会社にいると、

社会の側の視点や、事故に遭った遺族や被害者の視点が抜け

てしまう。社会が鉄道に預託していることについて、社員一人ひと

りが自覚して、社会との関係を明確に意識しなくちゃいけない。 

牛島：研修センター内に、過去の事故を知るとともに、現在の安

全設備や仕組み、ルールがどのような事故の対策としてできてき

たのかを学び、その考え方を理解するための施設として「事故の

歴史展示館」を造りました。そこに「被害者の証言」というコーナ

ーを設けて、痛ましい事故の被害者やご遺族のコメントから、事故

の悲惨さや職責の重さを実感する場所としております。 

畑村：それが大切です。遺族に対して、社会に対して、「そこまで

真面目にやっているんだ」と感じていただけるところまで努力すべ

きでしょう。 

　そしてまた、やはり本当の安全というのは、きちんとした組織運

営があってこそ実現できるものです。だから、安全に係る実務を

知らない人は要職に就けないくらいの人事をすべきです。ボトム

アップでいろいろやっているとのことですが、それに対し、組織とし

てきちんと取り組むことが重要です。本当に安全を考えて仕事を

している人の意見が取り上げられる体制にしなくてはいけない。 

牛島：「究極の安全」をめざし、鉄道の現場で働く社員は安全確

保に向けてそれぞれの立場で真摯に取り組んでいます。いかにこ

れをマネジメントしていくかが重要だと思うのです。現場の管理者

が担う役割は大きいですが、本社、支社などの企画部門も一緒に

なってそれを支える体制が重要だと思います。そして各部門の横

串を通し、安全確保を推進する安全対策部の責務は重いと認識

しています。今後もトップから現場まで巻き込んで「究極の安全」

に取り組んでまいります。 

 

 

特 集 

08 09

JR East Group Sustainability Report 2006

究極の安全をめざして 

羽越本線特急「いなほ14号」列車事故を受けて 
～当面の対策と今後の対応～ 

現場からトップまで一体となって 

　2005年12月25日に発生した羽越本線砂越～北余目間における列車脱線事故により、5人のお客さまが亡くなり、30人のお

客さまが負傷されました。この事故によりお亡くなりになられた方のご冥福をお祈りいたしますとともに、事故に遭われた方、ご

遺族、ご家族の皆さまに対し、深くお詫びを申し上げます。 

　事故原因については、国の「航空・鉄道事故調査委員会」による調査が続けられており、当社としましても、社内に「羽越

本線事故原因究明・対策検討委員会」を設置し、原因の究明と対策の検討を行っております。現時点では事故原因はまだ

明らかとはなっていません。 

　なお、当該区間については、2006年1月19日より運転を再開しました。事故の要因のひとつとして風が指摘されていること

を踏まえ、運転再開にあたり当面の対策として、事故発生箇所および風による運転規制を行っているそのほかの箇所につい

て、以下の対策を実施しました。 

　また、2006年2月1日、JR東日本研究開発センター内に「防災研究所」を設立し、気象現象や自然現象全般について社外の

有識者や研究機関との共同研究を行うなどして、鉄道の安全性向上に取り組んでいます。 

　当社といたしましては、事故原因の究明を進めるとともに、さまざまな研究により得られる成果を踏まえ、鉄道の安全性向上

に資すると考えられる対策を実施してまいります。 

（１）風速計の増設 

より細かな観測を行うため、事故が発生した第2最上川

橋りょう付近の3カ所に風速計を増設しました。 

（２）徐行の実施 

気象状況の急変がありうることを考慮して、付近の

1.9kmの区間を45km/hの徐行としています。 

（３）規制値の見直し 

下表のように運転規制を行う風速値の見直しを行いま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）特殊信号発光機の新設 

風速が運転中止の規制値に達した場合、赤色灯の点

滅により運転士に知らせる特殊信号発光機を新設しま

した。 

（５）気象情報の活用 

気象情報に注意を払い、早めの対応を行います。また、

鉄道運行への適用について検討を行います。 

（６）防風柵の設置 

第2最上川橋りょうおよび前後の築堤部分（約2.3km）

に防風柵を設置します。過去の実験結果によると、防

風柵を設置することで、強風により列車に作用する風

圧を約50％程度とすることができると考えられます。設

置工事は冬季前の11月末までに完成させる予定です。

なお、防風柵が完成した時点で45km/hの徐行は解除

します。 

 

 

 

（１）風速計の増設 

風による運転規制を行っている区間について、観測態

勢を強化するために在来線と新幹線で合計324基の

風速計を増設しました。 

（２）暫定的な規制値の見直し 

在来線において風による運転規制を行っている箇所全

てにおいて、当該箇所と同様に規制値の見直しを行い

ました。 

なお、 

①羽越本線事故原因究明・対策検討委員会で結論が 

　　   得られた場合 

②防風柵などの設備上の対策を実施した場合 

③気象情報の活用精度が上がった場合 

などにおいて、一般規制に戻すことがあります。 

規 制 方 法 

風 速 値（m/s） 

これまで 
（一般規制） 

見直し 
（早め規制） 

運 転 中 止 

25～30 20～25

30～ 25～ 

速 度 規 制 
（25km/h以下） 

【当該箇所への対策】 

【その他の箇所への対策】 

（2006年9月末日現在） 


